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富山県告示第96号 

   港湾施設の概要についての一部改正について 

 港湾施設の概要について（昭和50年富山県告示第 727号）の一部を次のように改 

正する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第１の８の表中 
 

〃 住友運河緑地 〃  蓮町 9,630 〃93‐6 

を、 
 

〃 住友運河緑地 〃  蓮町 15,139 
 

〃93‐6 

に改める。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和３年３月10日 

水 曜 日 

「 

「 

」 

」 
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                              （港 湾 課）  

 

 

富山県告示第97号 

   指定障害児通所支援事業者の指定について 

 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定 

障害児通所支援事業者として次のとおり指定したので、同法第21条の５の25第１号 

の規定により公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害児通 
所支援の種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 
主たる事務
所の所在地 

名称 所在地 

放課後等デイ 
サービス 

令和３年 
３月15日 

1650900010 社会福祉法 
人渓明会 

小矢部市石 
動町18番11 
号 

放課後等デ 
イサービス 
事業所きっ 
ずるーむこ 
ごみ 

小矢部市石 
動町18番11 
号 

放課後等デイ 
サービス 

令和３年
３月15日 

1650200304 株式会社オ 
ウル工務店 

高岡市赤祖 
父 468番地 

放課後等デ 
イサービス 
  ＦＵＫＵ 
ＲＯＵの家 

高岡市中央 
町88番地 

 

 

富山県告示第98号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名称 所在地 
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クスリのアオキ 
高岡広小路薬局 

高岡市広小路２ 
番３号 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

スギ薬局砺波店 砺波市太郎丸二 
丁目41番地３ 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

 

 

富山県告示第99号 

   指定自立支援医療機関の指定の更新について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第60条第１項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

を更新したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

更新年月日 
名称 所在地 

イオン薬局高岡
南店 

高岡市下伏間江 
383番地 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

さくら薬局永楽
店 

高岡市永楽町４
番12号 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

ハートフル戸出
薬局 

高岡市戸出町三
丁目24番地51号 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

クスリのアオキ
うおのみ薬局 

滑川市魚躬字膏
薬1229番 172 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

チューリップみ
どり薬局 

黒部市三日市
2558番地５ 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

チューリップ山
王薬局 

砺波市山王町４
番５号 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 
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めろん薬局大石
原店 

中新川郡立山町
大石原 192番１ 

育成医療、 
更生医療 

調剤 令和３年３月１日 

 

 

富山県告示第100号 

   指定障害福祉サービスの事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和３年３月10日              

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 
主たる事務 
所の所在地 

名称 所在地 

就労継続支 
援Ｂ型 

令和３年 
３月31日 

1610500181 一般社団法
人ゆめボー
ル 

氷見市朝日
丘13番30 

ゆめボール
工房氷見 

氷見市朝日
丘13番30 

就労移行支 
援 

令和３年 
３月31日 

1612000172 社会福祉法
人渓明会 

小矢部市石
動町18番11
号 

花椿かがや
き（いろ
は） 

砺波市幸町
１－７ 

 

 

富山県告示第101号 

   指定介護療養型医療施設の指定の辞退について 

 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第 130条の２第 

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正

前の介護保険法（平成９年法律第 123号）第48条第１項第３号に規定する指定介護

療養型医療施設から同法第 113条の規定により指定の辞退の届出があったので同法

第 115条第２号の規定により次のとおり公示する。 

  令和３年３月10日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

介護保険事業所番号 1610610469 

指定辞退年月日 令和３年３月31日 

開設者 
氏名又は名称 医療法人社団秀林会吉見病院 

主たる事務所 
の所在地 滑川市清水町３番25号 

施 設 名称 吉見病院 

 所在地 滑川市清水町３番25号 

 

 

富山県告示第102号 

   指定居宅サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス 

事業者から同法第75条第２項の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同 

法第78条の規定により公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業者の名称 社会福祉法人福寿会 

サービスの種類 通所介護 

事業所 
 
 
 
 

名称 井口デイサービスセンター 

所在地 南砺市蛇喰 1010番地 

介護保険事業所番号 1671000261 

廃止の届出を受理した年月日 令和３年２月 10日 

 

事業者の名称 舟橋村 

サービスの種類 通所介護 

事業所 
 
 

名称 舟橋村デイサービスセンター 

所在地 中新川郡舟橋村舟橋 60番地 
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 介護保険事業所番号 1671600250 

廃止の届出を受理した年月日 令和３年２月 17日 

 

 

富山県告示第103号 

   富山県収入証紙売りさばき人及び売りさばき所の指定について 

 富山県収入証紙条例（昭和39年富山県条例第62号）第４条第２項の規定により次 

のとおり富山県収入証紙売りさばき人及び売りさばき所を指定したので、同条第３ 

項の規定により告示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定年月日   令和３年４月１日 

２ 売りさばき人  富山市高内 368番地 

          富山市南商工会 

３ 売りさばき所  富山市婦中町笹倉５番地 

 

 

富山県告示第104号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営常願寺川右 

岸５期地区土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係 

書類を次のとおり縦覧に供する。 

    令和３年３月10日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営常願寺川右岸５期地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和３年３月10日から 

    令和３年４月７日まで 
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３  縦覧の場所 

  富山市役所、舟橋村役場、立山町役場 

教示 

  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  ウイルス対策用 Webフィルター 21,101式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年１月27日 
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４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社インテック 富山市牛島新町５番５号 

５ 落札金額 

  96,093,954円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  令和２年12月18日 

 

 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  生徒及び教員用１人１台タブレット端末（県立高校分） 21,101台 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年１月22日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  北電情報システムサービス株式会社 富山市桜橋通り３番１号 

５ 落札金額 

  1,126,840,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 
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７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  令和２年12月４日 

 

 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  生徒及び教員用１人１台タブレット端末（特別支援学校分） 1,311式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年１月25日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株式会社 大阪市中央区城見二丁目２番72号 

５ 落札金額 

  63,930,317円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  令和２年12月16日 

 

 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 
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令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  富山県立富山西高等学校仮設校舎 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年２月１日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋二丁目１番36号 

５ 落札金額 

  70,677,750円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  令和２年12月21日 

 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）附則第５条 

第１項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、法第６条第３項に 

おいて準用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付 

書類を縦覧に供する。 

  令和３年３月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 店舗の名称及び所在地 
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  アークプラザ富山中川原店 富山市中川原字川原田割336 

２ 店舗を設置する者 アークランドサカモト株式会社 

３ 変更事項 

 ⑴ 駐車場の位置及び収容台数 

  （変更前）敷地西側１箇所／387台 

       敷地東側１箇所／49台 

  （変更後）敷地西側１箇所／139台 

       敷地東側１箇所／20台 

 ⑵ 荷さばき施設の位置及び面積 

  （変更前）HC 棟南側１箇所／96㎡ 

       インテリア館１箇所／84㎡ 

       テナント棟南側１箇所／30㎡ 

  （変更後）HC 棟南側１箇所／96㎡ 

４ 変更の日 令和３年８月１日 

５ 上記３の変更に係るもの以外の事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者 アークランドサカモト株式会社、株式会社ジ 

  ャックコーポレーション 

 ⑵ 店舗面積の合計 9,298㎡ 

 ⑶ 店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐輪場の位置及び収容台数 HC 棟北側１箇所／10台 

  イ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 HC棟南側１箇所／67.0㎥ 

 ⑷ 店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ア 店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    アークランドサカモト株式会社、株式会社ジャックコーポレーション／午 

   前９時及び午後７時30分 

  イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

    第１駐車場・第２駐車場／午前８時45分～午後７時45分 

  ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

    ２箇所／敷地北東側 ２箇所／敷地北西側 

  エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
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    荷さばき施設／午前６時～午後９時 

６ 届出の日 令和３年３月２日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部商業まちづくり課 

８ 縦覧期間 令和３年３月10日から令和３年７月12日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部商業まちづくり課に提出することがで 

 きる。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 

 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 
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